
  11 月度連絡事項 

 

 

１：組長会・町内清掃・他 

・11 月町内清掃 11/20（日）町内会、掃除の後、ひまわり公園の藤剪定行います、皆さんの応援お

願いします。12 月は 12/18（日）町内会・子供会です。愛護会清掃は 12/1（木）です。 

 12 月組長会は 12 月 17 日 PM7 時、イーブル第 3 集会室（１F）です。 

   

２：町内連絡事項 

・藤棚の剪定：2 年ほど業者に選定を依頼し、毎春花が咲くことを楽しみにしていましたが、全

く咲きません。今年は町内で剪定をします。11 月 20 日町内清掃の後、町内有志で剪定を行い

ます。 

時間の都合付く方、剪定に参加ください。些少ですが掃除代程度の手当てを予定しています。 

・熱田神宮特別参拝券が 35 枚あります。 

 毎年 35 枚手当していますが、余り気味です。今年は希望されるかた全員に行きわたるのではな

いかと思います。各組長さん、老人会、女性会、子供会で希望を募ってください。 

希望者は各所帯 2 枚までとします。希望者多数の場合は去年も貰わなかった方優先とします。 

2 枚上は＠700¥で購入とします。 

・東川端どんぐり公園で鳥へのえさばらまき（白米多量）がありました。 

 公園での鳥へのえさやリは、ふん害やえさの腐り等で不衛生になりますので、禁止事項となって

います。早速注意喚起の看板を取り付けましたが、もし餌やりをしている方を見かけたら、町内

役員まで連絡ください。直接注意することは危険な場合もありますので注意ください。 

・ホームページを活用ください。毎月の町内連絡事項はホームページに掲載します。 

 ぜひ添付の QR コードから閲覧ください。やり方がわからないときは、お子様や町内役員に相

談ください。アイコンの作り方まで説明いたします。 

                              

３：配布資料 

① 橘交番だより 11 月号 

② 防犯愛知 

③ 放置自転車の処置について 

④ 上前津における自転車等の放置禁止区域の指定および 

自転車駐輪場の有料化 

⑤ 資源回収 12 月 14 日（水） 

⑥ 税務なか NO138 号                     町内 HP 

 

お祭りを久しぶりに行いました。 

今年は 3年ぶりのお祭りを天気にも恵まれようやく行いました。 
若干準備不足の点、コロナ禍のおり簡素化した、子供中心のお祭りになってし
まったこと、申し訳ありませんでした。 
今後は、十分準備をし、会場も広いひまわり公園に変更して行います。 
お祭りの準備・運営をしていただいた方、参加頂いた方に感謝申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


